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平
成
28
年
10
月
よ
り
従

業
員
数
５
０
０
人
超
の
企

業
で
、
パ
ー
ト
の
社
会
保

険
の
加
入
条
件
が
拡
大
さ

れ
ま
す
。

　

現
在
、
パ
ー
ト
の
社
会

保
険
の
加
入
条
件
は
、
労

働
時
間
が
正
社
員
の
４
分

の
３
以
上
の
方
が
対
象
に

な
っ
て

い
ま
す
。
今
回

の
改
正
で
、
従
業
員
数

５
０
０
人
超
の
企
業
で
、

週
の
所
定
労
働
時
間
が
20

時
間
以
上
の
パ
ー
ト
が
社

会
保
険
の
適
用
と
な
り
ま

す
。
会
社
に
と
っ
て
は
、

社
会
保
険
料
が
増
加
し
ま

す
の
で
、
大
き
な
コ
ス
ト

ア
ッ
プ
と
な
り
ま
す
。

現
行

①
１
日
ま
た
は
１
週
間
の

労
働
時
間
が
正
社
員
の
概

ね
４
分
の
３
以
上
で
あ
る

こ
と
。

②
１
か
月
の
労
働
日
数
が

正
社
員
の
概
ね
４
分
の
３

以
上
で
あ
る
こ
と
。

　

平
成
28
年
10
月
よ
り
適

用
拡
大

①
１
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
20
時
間
以
上
で
あ
る

こ
と
。

②
月
額
賃
金
８
万
８
千
円

以
上
（
年
収
１
０
６
万
円

以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

③
当
該
事
業
所
に
継
続
し

て
１
年
以
上
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

④
通
常
の
労
働
者
の
総
数

が
常
時
５
０
０
人
以
上
を

超
え
る
事
業
所
で
あ
る
こ

と
。

　

従
業
員
数
５
０
０
人
以
下

の
企
業
に
つ
い
て

　

平
成
31
年
9
月
30
日
ま

で
に
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
で
す
の
で
、
平

成
31
年
10
月
よ
り
新
ル
ー

ル
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

 

事
業
主
の
負
担
は
ど
の
く

ら
い
に
な
る
の
か
？

（
例
）
時
給
８
８
０
円
（
１

か
月
１
０
０
時
間
勤
務
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
社
会
保
険
の

加
入
条
件
が
拡
大
さ
れ
ま
す

　 事業主負担分 被保険者負担分
健康保険料 4,369 円 4,369 円
介護保険料 682 円 682 円

厚生年金保険料 8,042 円 8,042 円
児童手当拠出金 132 円 ━

合計 13,225 円 13,093 円
※平成 24 年 8 月現在、教会けんぽ千葉の保険料率の場合

月
額
８
万
８
千
円
）
（
報
酬

８
万
８
千
円
）
の
パ
ー
ト

従
業
員
が
社
会
保
険
に
加

入
と
な
っ
た
場
合
、
１
ヶ

月
の
保
険
料
は
、
下
表
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

1
年
・
事
業
主
負
担
分

13,225

円

×

12

か

月

＝

158,700

円

※
1
年
あ
た
り
、
約
16
万

円
の
負
担
増
。

※
月
額
８
万
８
千
円
の

給

与

に13225

円

の

事

業
主
負
担
を
加
え
る
と
・

（88,000

円
＋13,225

円
）

÷100

時
間
（
勤
務
時
間
）

＝1,012

円

1,012

円
－880

円
（
時
給
）

＝
１
３
２
円

★
１
時
間
当
た
り
１
３
２

円
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ

★
１
３
２
円
時
給
を
上
げ

た
（
昇
給
）
こ
と
に
な
り

ま
す
。

※
社
会
保
険
の
適
用
、
社

会
保
険
の
調
査
に
関
す
る

質
問
は
、
浅
山
社
会
保
険

労
務
士
事
務
所

      (043-255-6410)



　

「
時
給
50
円
上
げ
て
」「
交

通
費
を
支
給
し
て
」
。
３
月

16
日
、
Ｎ
関
労
茨
城
支
部

の
ス
ト
突
入
確
認
集
会
の

コ
ー
ル
に
呼
応
す
る
か
の

様
な
、
女
性
派
遣
社
員
た

ち
の
心
の
内
の
叫
び
が
聞

こ
え
て
く
る
。

　

会
社
の
新
た
な
業
務
集

約
に
伴
い
、
テ
ル
ウ
エ
ル
・

ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
ト
か
ら
派

遣
さ
れ
て
い
る
派
遣
社
員

た
ち
が
２
月
29
日
、
一
斉

に
「
解
雇
予
告
」
を
通
告

さ
れ
た
。
10
年
以
上
、
派

遣
社
員
と
し
て
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に

働
い
て
き
た
女
性
た
ち
も

数
多
く
い
る
。「
解
雇
通
告
」

を
通
告
さ
れ
た
彼
女
た
ち

は
、
や
り
場
の
な
い
怒
り

で
震
え
て
い
た
。
改
め
て

沼
田
組
合
員
の
解
雇
撤
回

闘
争
が
思
い
浮
か
ぶ
。
女

性
の
一
人
は
「
悔
し
い
」
と
、

青
ざ
め
た
顔
で
Ｎ
関
労
組

合
員
に
眼
で
訴
え
て
い
た
。

 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
派
遣
切
り
が
週

刊
誌
の
特
集
記
事
に
な
る

ほ
ど
、
情
け
容
赦
の
な
い

派
遣
社
員
の
、
生
活
基
盤

そ
の
も
の
を
奪
う
仕
打
ち

が
続
い
て
い
る
。
あ
る
女

性
は
、
「
４
月
か
ら
子
ど
も

が
中
学
に
上
が
る
の
に
ど

う
し
よ
う
」
と
語
っ
て
く

れ
た
。

　

Ｍ
Ｅ
所
属
の
派
遣
社
員

た
ち
は
全
員
、
同
じ
Ｎ
Ｔ

Ｔ
グ
ル
ー
プ
内
の
会
社
で

採
用
が
決
ま
り
、
と
り
あ

え
ず
一
安
心
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
か
ら
も
数
カ
月

置
き
の
契
約
更
新
と
い
う
、

不
安
定
な
雇
用
に
変
わ
り

は
な
い
。
結
局
、
一
人
一

人
が
Ｎ
関
労
な
ど
の
闘
う

労
働
組
合
に
結
集
し
、
団

派
遣
社
員
、
一
斉
に
「
解
雇
通
告
」

Ｎ
関
労
茨
城
支
部　

小
峰
幹
夫

（
抜
粋
）

結
し
て
立
ち
上
が
ら
な
い

限
り
、
少
し
で
も
人
間
ら

し
く
働
き
続
け
る
、
生
き

続
け
る
社
会
な
ど
、
望
み

得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

Ｎ
関
労
の
果
た
す
役
割
は

ま
だ
ま
だ
広
く
、
大
き
い
。

　

茨
城
ユ
ニ
オ
ン
は
2
月

27
日
、
土
浦
駅
西
口
の
市

役
所
前
に
結
集
し
、
「
最
低

賃
金　

全
国
ど
こ
で
も
い

ま
す
ぐ
千
円
に
！
」
の
実

現
に
向
け
、
全
国
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
ユ
ニ
オ
ン
の
仲

間
と
と
も
に
全
国
統
一
行

動
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

茨
城
の
最
賃
７
４
７
円
、

現
状
の
最
低
賃
金
は
、
東

京
が
最
高
で
９
０
７
円
、

最
低
は
沖
縄
や
宮
崎
県
な

ど
4
県
が
６
３
９
円
で
す
。

茨
城
県
は
７
４
７
円
で

す
。
１
日
８
時
間
、
年
間

２
千
時
間
働
い
て
も
年
収

１
５
０
万
円
に
し
か
な
り

ま
せ
ん
。
職
場
を
見
れ
ば

派
遣
労
働
者
が
４
割
を
占

め
る
よ
う
に
な
り
低
賃
金

で
働
か
さ
れ
て
い
る
現
状

が
あ
り
ま
す
。
普
通
に
働

き
普
通
に
生
活
で
き
る
賃

最
低
賃
金
千
円
に
！

土
浦
駅
前
で
宣
伝
行
動

金
を
と
参
加
者
各
自
が
マ

イ
ク
を
に
ぎ
り
通
行
す
る

人
々
に
訴
え
、
チ
ラ
シ
配

布
を
実
施
し
ま
し
た
。
総

務
省
な
ど
の
意
識
調
査
に

よ
る
と
、
正
社
員
と
し
て

働
く
機
会
が
な
く
、
不
本

意
な
が
ら
非
正
社
員
で
働

く
人
の
割
合
は
19
・
２
％
、

若
年
世
代
の
25
歳
か
ら
35

歳
に
限
れ
ば
30
・
３
％
に

の
ぼ
り
ま
す
。

人
間
ら
し
く

生
活
で
き
る
賃
金
を

　

国
税
庁
の
調
査
に
よ
る

と
、
２
０
１
３
年
度
の

正
社
員
の
平
均
年
収
が

４
７
３
万
円
で
前
年
比
１
・

２
％
増
な
の
に
対
し
、
非

正
規
で
働
く
人
の
平
均
年

収
は
、
１
６
８
万
円
で
０
・

１
％
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
母
子
世
帯
で
は
生

活
が
「
苦
し
い
」
と
８
割

の
人
が
答
え
て
い
ま
す
。

母
子
世
帯
の
働
く
お
母
さ

ん
の
４
割
以
上
が
非
正
規

雇
用
で
働
い
て
い
ま
す
。

非
正
規
労
働
者

平
均
１
６
８
万
円

　

消
費
税
と
円
安
な
ど
に

よ
る
物
価
上
昇
が
こ
う
し

て
働
く
貧
困
層
の
生
活
を

直
撃
し
て
い
ま
す
。
誰
で

も
普
通
に
働
き
生
活
出
来

る
よ
う
に
最
低
賃
金
の
大

幅
な
引
き
上
げ
に
よ
る
賃

金
全
体
の
底
上
げ
が
必
要

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

憲
法
25
条
で
は
、
「
す
べ

て
国
民
は
、
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
を

営
む
権
利
を
有
す
る
」
、
ま

た
労
働
基
準
法
第1

条
に

は
労
働
条
件
に
つ
い
て
、

「
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す

る
生
活
を
営
む
た
め
の
必

要
を
み
た
す
べ
き
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

書
い
て
い
ま
す
が
、
黙
っ

て
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働

者
が
行
動
し
、
勝
ち
取
ら

な
い
限
り
何
も
変
わ
り
ま

せ
ん
。
共
に
行
動
し
ま
し
ょ

う
。
（
「
茨
城
ユ
ニ
オ
ン
」

第
１
１
０
号
よ
り
）


